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久喜市特定教育・保育施設等重大事故検証委員会条例 

（設置） 

第１条 特定教育・保育施設等において当該保育施設等を利用する子どもが死亡

し、又は重篤な傷病を負う事故（以下「重大事故」という。）が発生した場合

において、原因の究明及び再発防止のための措置に関し必要な事項について調

査審議させるため、重大事故ごとに、久喜市特定教育・保育施設等重大事故検

証委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（定義） 

第２条 この条例において「特定教育・保育施設等」とは、次に掲げる事業を行

う施設をいう。 

（１） 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設が提供する事業 

（２） 法第４３条第２項に規定する特定地域型保育事業 

（３） 法第５９条に規定する地域子ども・子育て支援事業（同条第２号、第

５号、第６号又は第１０号から第１２号までに掲げるものに限る。） 

（４） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５９条第１項に規定する

施設（同法第６条の３第９項から第１２項まで又は第３９条第１項に規定す

る業務を目的とするものに限る。）が提供する事業 

（５） 前各号に定めるもののほか、市長が別に定める事業 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１） 重大事故の経過に関すること。 

（２） 重大事故の原因の究明及び再発防止に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、第１条に規定する設置目的を達成するた

めに必要と認められること。 

（組織）
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第４条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 医師 

（２） 弁護士 

（３） 学識経験を有する者 

（４） 特定教育・保育施設等の業務に従事する者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、その者の委嘱又は任命に係る第３条各号に掲げる事項に

関する調査審議が終了するまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によってこれを定め、副委員長は、委員のうちから委

員長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委

嘱又は任命後の最初の委員会の会議は、市長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは

説明を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。 

（委員の責務） 

第８条 委員は、公正かつ公平に調査審議を行わなければならない。 
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２ 委員は、調査審議事項に関して利害関係を有する場合は、その議事に加わる

ことができない。 

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、子ども未来部保育課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

２ 久喜市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成２２年久喜市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

  別表児童館運営委員会の項の次に次のように加える。 

久喜市特定教育・保育施設等重大

事故検証委員会 

委 員 日額 １５，０００円 

 


